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交付金（１/２）
都道府県
市町村

【主な対象施設のイメージ】

 地域の製造業が行う低コスト・高精度の研究開発や、

地域産品の高付加価値化につながる研究開発のための

拠点の整備

 地域の中堅・中小企業・小規模事業者の生産性や所得

の向上につながる研修拠点等の整備

 地域の食肉加工業者、水産加工業者等を集約化・大規

模化する加工処理施設の整備

 ドローンや自動走行、AIなど近未来技術の活用を促し、

その実証・実装に向けた拠点の整備

【手続き】

○地方公共団体は、対象事業に係る地域再生計画を作成し、

内閣総理大臣が認定。

○「生産性革命」等に向けて、地方公共団体の地方版総合

戦略に基づく自主的・主体的な地域拠点づくりなどの事

業について、地方の事情を尊重しながら施設整備等の取

組を推進します。

① ローカルイノベーションをはじめとする、地域の中

堅・中小・小規模事業者の「生産性革命」等につな

がる先導的な施設整備を支援

② ＫＰＩを伴うＰＤＣＡサイクルを組み込み、従来の

「縦割り」事業を超えた取組

生産性革命に資する地方創生拠点整備交付金（内閣府地方創生推進事務局）

2９年度補正予算額（案） ６００億円（事業費ベース １,２００億円）

事業概要・目的 事業イメージ

資金の流れ

○「生産性革命」等につながる施設整備等を行うことによ

り、地方における安定した雇用創出、地方への新しいひ

との流れ、まちの活性化など地方創生の深化に寄与しま

す。

期待される効果

具体的な
「成果目標（ＫＰＩ）」

の設定

「ＰＤＣＡサイクル」
の確立
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